
令和 6年 1１月１８日 

 

組合員各位 

 

 

令和 6年 12月 2日以降の取り扱いについて 

 

令和 6年 12月 2日よりマイナ保険証（健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード

のことを指します）を基本とする仕組みに移行し、従来の保険証は発行されなくなります。 

これに伴い、受診時に医療機関等の窓口で提示する物や当組合から被保険者へ交付する物

が変わりますが、経過措置により従来の保険証も最長１年間使用できるため、制度が複雑に

なっています。 

当組合における取り扱いを以下の図と裏面【１】、【２】にまとめましたので、令和 6年 12

月 2日以降に加入される方は【１】、当組合に既に加入しており、令和 6年 12月 1日まで

に交付された保険証をお持ちの方は【２】をお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 



【１】令和 6年 12月 2日以降に加入される方 

 

① 受診時に医療機関等の窓口で提示する物 

マイナ保険証の有無に応じて提示する物が異なります。 

 

［ マイナ保険証をお持ちの方 ］ 

マイナ保険証をご提示ください。 

万が一、マイナ保険証の読み取りができない等の不具合が発生した時やマイナ保険証に対

応していない場合、医療機関等の窓口にて、マイナポータルの資格情報画面または「資格

情報のお知らせ」をマイナンバーカードとともに提示することで、保険給付が受けられま

す。 

健康保険の適用除外承認申請を行っている方については、「資格情報のお知らせ」交付後 

にご利用いただけます。 

 

［ マイナ保険証をお持ちでない方 ］ 

「資格確認書」をご提示ください。 

 

② 当組合から被保険者へ交付する物 

マイナ保険証の有無に応じて当組合より以下の物を交付します。 

 

［ マイナ保険証をお持ちの方 ］ 

「資格情報のお知らせ」を交付します。 

これは当組合に登録されている資格情報を確認するための書類です。受診の際はマイナ保 

険証をご利用ください。医療機関等の窓口にて、マイナ保険証が読み取りできない等の不

具合が発生した時やマイナ保険証に対応していない場合は、この「資格情報のお知らせ」

をマイナンバーカードとともに提示することで、保険給付が受けられます。 

健康保険の適用除外承認申請を行っている方については、承認後に交付します。 

 

［ マイナ保険証をお持ちでない方 ］ 

「資格確認書」を交付します。 

従来の保険証と同様に医療機関等で提示することで保険給付が受けられます。 

健康保険の適用除外承認申請を行っている方については、承認後に交付します。 

 有効期間は最長で 5年です。 

 

 

 



 

【２】当組合から令和 6年 12月 1日までに交付された保険証をお持ちの方 

 

令和 6年 12月 2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しますが、お手元にある

保険証は経過措置により最長で１年間（令和 7年 12月１日まで）引き続きご利用いただけ

ます。 

保険証の有効期限までは、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は交付されません。そ

の間、マイナ保険証を利用しない場合は保険証をご利用ください。 

なお、保険証の記載内容に変更が生じた場合や、紛失等した場合はこの限りではありませ

ん。 

 

① 保険証の有効期限 

保険証の券面記載上の有効期限が「令和 7年 12月２日」から「令和 8年 7月 31日」ま

での場合、実際に利用できるのは「令和 7年 12月 1日」までです。 

一方、保険証の券面記載上の有効期限が「令和 7年 1２月１日」以前の場合は、記載通り

の有効期限となりますのでご注意ください。 

 

＜保険証の有効期限＞ 

券面記載上の有効期限 実際の有効期限 

令和 7年 12月２日 

～令和 8年７月３１日 

令和７年 12月１日 

令和 7年 1２月１日以前 券面記載の有効期限と同日 

 

② 受診時に医療機関等の窓口で提示する物 

以下の通りの取り扱いとなります。 

 

保険証の 

有効期限 

まで 

［マイナ保険証をお持ちの方］ ［マイナ保険証をお持ちでない方］ 

マイナ保険証もしくは保険証をご提

示ください 

保険証をご提示ください 

↓ 

保険証の 

有効期限 

経過後 

［マイナ保険証をお持ちの方］ ［マイナ保険証をお持ちでない方］ 

マイナ保険証をご提示ください※ 「資格確認書」をご提示ください 

※医療機関等の窓口にて、マイナ保険証が読み取りできない等の不具合が発生した時やマ

イナ保険証に対応していない場合は、マイナポータルの資格情報画面または「資格情報の

お知らせ」をマイナンバーカードとともに提示することで、保険給付が受けられます。 



③ 当組合から被保険者へ交付する物 

保険証の有効期限が近付きましたら、マイナ保険証の有無に応じて当組合より以下の物を

交付します。 

 

［ マイナ保険証をお持ちの方 ］ 

「資格情報のお知らせ」を交付します。 

これは当組合に登録されている資格情報を確認するための書類ですので、受診の際はマイ 

ナ保険証をご利用ください。マイナ保険証が読み取りできない等の不具合が発生した時や

マイナ保険証に対応していない場合は、医療機関等の窓口にて、このお知らせをマイナン

バーカードとともに提示することで、保険給付が受けられます。 

 

［ マイナ保険証をお持ちでない方 ］ 

「資格確認書」を交付します。 

従来の保険証と同様に医療機関等で提示することで保険給付が受けられます。 

 

④ 保険証の記載内容に変更が生じた場合や紛失・破損等した場合 

保険証の内容に変更が生じた場合や紛失・破損等した場合は、保険証は再交付されず、マ

イナ保険証もしくは「資格確認書」へ切り替わります。 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方はマイナ保険証、マイナンバーカ

ードをお持ちでない方やマイナンバーカードをお持ちでも利用登録がお済みでない方は当組

合が交付する「資格確認書」を医療機関等の窓口にて提示してください。当組合からの交付

物は③のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資格情報のお知らせ（見本） A4サイズ・紙 

 
 

資格確認書（見本） カード型・プラスチック 

 

 



【３】マイナ保険証に関するお問い合わせ先 

 

■マイナ保険証の資格情報や限度額区分が表示されない等のお問い合わせ 

⇒ 愛知県医師国民健康保険組合 

  電話番号：052-228-3151 

  営業時間：（平日のみ）午前９時から午後 5時まで 

 

■マイナンバー制度やマイナンバーカードの健康保険証利用全般についてのお問い合わせ 

⇒ 国のマイナンバー総合フリーダイヤル 

電話番号：0120-95-0178 

受付時間：（平 日）午前 9時 30分から午後 8時まで 

（土日祝）午前 9時 30分から午後 17時 30分まで 

 


